
 

   

公立大学法人大阪市立大学 

広報担当職員(課長職) 

 募集要項 
 

 

本学は、平成18年度に独立行政法人となり、理事長のリーダーシップ

のもと、教職員が一体となった大学経営に取り組んでおり、都市型総合

大学として、都市・文化の伝統と文化を継承するとともに、自由で創造的

な教育と研究及び高水準の医療を推進し、地域社会及び国際社会の

発展に寄与する市民の誇りとなる大学づくりを目指しています。 

少子化による18歳人口が減少する中、大学全入時代を迎え、生き残りをかけた大学間競争

が激化している状況の下、本学として、他大学との競争に打ち勝つ、特色ある大学づくりを進

めるためには、教育研究の質的向上を図るだけでなく、明確な運営方針に基づいた高度なマ

ネジメント能力をもって大学経営にあたることが不可欠であります。そのためには、大学の様々

な部門において社会の状況変化を把握し、的確な現状分析に基づいた将来への戦略性・方

向性を示すことができる人材が必要です。 

このたび、広報に関して豊富な経験やノウハウを有した人材を幅広く外部から求めたいと考

えております。現在様々な分野で活躍されている、やる気と行動力のある方、応募をお待ちし

ています。 

 

1 採 用 予 定 人 員  

1名 （平成22年4月1日採用予定） 

 

2 雇 用 期 間  

3年 (1回に限り再任する場合があります) 

 

3 業 務 内 容  

大学における広報関係業務を担当していただきます(課長職)。 

 

 



 

4 応 募 資 格  

次の①②③の職務経験に関する要件を全て満たす方 

① 職務経験 20年以上 

② 広報関係業務従事 5年以上 

③ 管理職経験 5年以上 

（管理職経験とは、職名の如何に関わらず実際に部下を持ち、指導・監督した経験のこと

を指します） 

 

5 申 し 込 み 方 法  

次の書類①～⑤を角型2号封筒（33×24㎝程度）に入れ、必ず特定記録郵便で郵送してくだ

さい。 

① 履歴書（所定の書式） 

② 職務経歴書（様式は任意ですが、応募資格②③にかかる職務経歴の内容についてはより

詳細に記載してください。（Ａ４サイズ、縦置き・横書き）） 

③ 志望理由書（所定の書式） 

④ 小論文（大学における広報戦略について1,600字以内で述べてください。（Ａ４サイズ、縦

置き・横書き）） 

⑤ 返信用封筒（合否結果通知用） 

・ 返信用封筒は、長形3号（12×23.5㎝）を使用してください。 

・ 封筒には80円切手を貼付のうえで返信先の住所・氏名を記入してください。 

・ 氏名の後には「様」を付けてください。 

 

【申し込み先及び問合せ先】 

 公立大学法人大阪市立大学法人運営本部職員課 採用担当 

〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 

℡ 06-6605-2021（直通） 

 

ウェブサイト（教職員募集） 

http://www.osaka-cu.ac.jp/news/recruit/index.html 

 

【申し込み期限】 

平成21年11月16日（月）（当日消印有効） 

 

6 選 考 方 法  

書類選考及び面接試験 

書類選考合格者に面接を実施します(平成21年12月13日(日)実施予定)。 



 

7 合 格 者 の 決 定  

・ 書類選考の合格者 

平成21年12月上旬に応募者全員に結果を通知します。 

・ 最終合格者 

平成21年12月下旬に面接試験受験者全員に結果を通知します。 

 

8 勤 務 条 件  

① 給与 

給与は、採用までの経歴によって決定します(年俸制)。 

【参考】職務経験 27年・50歳の場合 約 1,000万円 

なお、採用予定者の経歴等により、上記の額を下回ることがあります。 

② 休日・休暇等 

【休日】 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

【休暇】 年次有給休暇（20 日/年）、夏季休暇 5 日、その他看護休暇、育児・介護休業制

度等 

③ 福利厚生等 

公立学校共済組合（健康保険、年金）、雇用保険 

学内保育所、職員寮有 

④ 定年 

本法人の職員の定年は満 60 歳です。 

※ 上記①～④の条件は、平成21年10月1日現在のものであり、諸事情により変更される場合

があります。 

 

9 そ の 他  

(1) 合格後においても、次の場合には合格を取り消すことがあります。 

ア．応募資格がないこと、申込記載事項が正しくないこと等が明らかになった場合 

イ．採用予定日からの就業が困難な健康状態であることが明らかになった場合 

(2) 日本国籍を有しない人で、採用日において法令により永住が認められていない人は

採用されません。 

(3) 提出書類は返却しませんが、一定期間保存ののち責任を持って処分します。 

(4) 提出書類は選考のためにのみ使用します。但し、合格者の履歴書及び職務経歴書記

載事項については、採用後の事務手続き等に使用することがあります。 


